
Ｙ－ＨＡＹＡＳＨＩ ＠ 全日本民医連

★ 本年５月２２日（月）、衆議院第二議員会館・多目的会議室にて、中央社保協の主催で、「５.２２介護保険制度の改善を求める
請願署名提出行動」が行われました。集会の様子はYouTubeでも配信され、会場と合わせて２００名以上の参加となりました。介
護請願署名は、昨年１１月の第１次提出分と合わせ、最終的に４１９,５４０筆を提出しました。

林 泰則全日本民医連事務局次長

介護保険制度改善と介護従事者の処遇改善を求める

署名提出院内集会・国会議員要請行動
２０２３年１２月４日（月） １２：００～／参議院議員会館Ｂ１０７
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介護請願署名 ２０２３

１ 社会保障費を大幅に増やし、必要なときに必要な介護が保障されるよう、介護保
険料、利用料、居住費・食費の負担軽減、サービスの拡充など、介護保険制度の
抜本的な見直しを行うこと

２ 利用料２割負担の対象者の拡大、要介護１、２の保険給付はずし（総合事業への
移行）など、介護保険の利用に新たな困難をもたらす見直しを実施しないこと

３ 介護報酬を大幅に引き上げること。その際はサービスの利用に支障が生じないよ
う、利用料負担の軽減などの対策を講じること

４ 全額公費により、すべての介護従事者の給与を全産業平均まで早急に引き上げ
ること。介護従事者を大幅に増やし、一人夜勤の解消、人員配置基準の引き上げ
を行うこと

介護保険制度の改善、介護従事者の処遇改善を求める請願署名

ー介護する人、受ける人がともに大切にされる介護保険制度へー

※ ２０２２年版署名＝｢介護保険制度の改善を求める請願署名」
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厚労省が制度見直し案を示す（２０２２年秋）

■ 厚労省が審議会（介護保険部会※）に提案した検討項目－２０２２年１０月２７日

● 被保険者範囲の見直し（現在の「４０歳以上）⇒年齢引き下げ（「３０歳以上」など））

● 補足給付（施設等の居住費・食費の負担軽減制度）の資産要件に不動産を追加、
（マイナンバーを活用して資産をチェック）

● 多床室の室料負担を特養以外の老健施設、介護医療院にも拡大

● ケアマネジメント（ケアプラン）の有料化

● 要介護１、２の生活援助サービス等を地域支援事業（総合事業）に移行

● 利用料２割負担、３割負担の対象者を拡大
－「一定以上所得」（利用料２割負担）、「現役並み所得」（利用料３割負担）の基準引き下げ

● 「高所得」高齢者の介護保険料の引き上げ

※介護保険部会 （座長：菊池馨実・早稲田大学教授）

・ 医師会、日本看護協会、日本慢性期医療協会
・ 老人福祉施設協議会、老人保健施設協会、介護福祉士会、介護支援専門

員協会、民間介護事業推進委員会
・ 全国知事会、全国市長会、全国町村会
・ 経団連、商工会議所 ・ 健保連、健康保険協会
・ 連合、日本介護クラフトユニオン ・ 研究者（大学教授）

・ 高齢社会をよくする女性の会、老人クラブ連合会、認知症の人と家族の会

史上最悪の
見直し！

上野千鶴子さん
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１ 高齢者の負担能力に応じた負担の見直し

次期計画に向けて結論を得る ★⇒ ● 「高所得」高齢者の保険料引き上げ

次期計画に向けて結論を得る ★⇒ ● 利用料２割の対象拡大（「一定以上所得」の引き下げ）

引き続き検討⇒ ● 利用料３割の対象拡大（「現役並み所得」の引き下げ）

引き続き検討⇒ ● 補足給付の見直し（不動産追加、マイナンバー活用）

２ 制度間の公平性や均衡等を踏まえた給付内容の 見直し

次期計画に向けて結論を得る ★⇒ ● 多床室室料負担の対象拡大（老健、介護医療院）

第１０期計画期間の開始までに結論を得る⇒ ● ケアマネジメント（ケアプラン）の有料化

第１０期計画期間の開始までに結論を得る⇒ ● 要介護１、２の生活援助等を総合事業に移行

３ 被保険者範囲 ・ 受給者範囲

引き続き検討⇒ ● 被保険者の年齢引き下げ

★ 「次期計画に向けて結論を得る」と された事項については、遅くとも２０２３年夏までに結論を得るべく
引き続き議論

（※ 介護給付費分科会において介護報酬の設定等も含めて検討）

＜「次期」＝第９期（２０２４～２６年度）＞

介護保険部会とりまとめ （１２月２０日）－今回見送り・審議をそのまま継続

年末までに



第１０８回介護保険部会資料（２０２３年１１月６日）

上位３０％
上位２６％

上位２２％
上位２０％

利用料２割負担の対象拡大利用料

多床室室料負担の対象施設の拡大
－特養に加えて、老健施設・介護医療院も対象に－

★ 介護報酬から室料相当分を減額し、その部分を利用者負担に転嫁

★ 多床室での室

料徴収の対象を
老健施設などにも
拡大

室料



Ｙ－ＨＡＹＡＳＨＩ ＠ 全日本民医連第１０８回介護保険部会資料（２０２３年１１月６日）

高所得高齢者の保険料引き上げ保険料

★ 基準額の１．８倍～２．６倍

※第８期（現在）に当てはめると
・ 基準額：６,０１４円
⇒ １０,８２５円～１５,６３６円

（最大）

★ 「４１０万円以上」を
１０段階～第１３段階に区分
⇒ 「４１０万円」＝高所得？

（さらに･･･）
★ 「公費の一部を介護に
係る社会保障の充実に活
用することを検討」
（介護職員の処遇改善等？）

＜世代内の“ 助け合い”＞
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改定率（＝２０２４年度政府予算）介護給付費分科会（報酬・基準の審議）

トリプル改定に向けた意見交換会①３月

意見交換会②４月

財政審「建議」（春）意見交換会③ 分科会審議スタート５月

骨太方針２０２３各論点１巡目審議
・ 個別サービス事業
（地域密着、通所系、訪問系、施設）

・ 分野横断的テーマ
（地域包括ケア、自立支援、人材、持続可能性）

６月

７月

概算予算提出（各省庁→ 財務省）８月

事業者ヒヤリング９月

予算案編成作業各論点２巡目審議 ※「改定の基本的な視点」

審議会報告 とりまとめ

１０月

財政審「建議」（秋）１１月

予算案閣議決定･･･改定率の提示１２月

予算案国会上程報酬改定案の諮問・答申１月

留意事項、Ｑ＆Ａ等発出２月

予算成立３月

新報酬の運用開始４月

開始時期変更？
（４月→ ６月）

２０２４年度介護報酬改定をめぐる動き

医療ＤＸ
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報酬改定実施年度

老人福祉・介護事業者倒産件数
出典：東京商工リサーチ調査

コロナ
感染症

※ 「倒産」にふくまれない「休廃業・解散」数（２０２２年）
＝過去最多４９５件（前年比１５.６％増）

改定率改定年
▲2.3％2003年度

施設等での居住費・食費の自己負担化▲2.4％2006年度
＋3.0％2009年度

実質▲0.8％ →処遇改善交付金（報酬換算2％）を介護報酬に編入＋1.2％2012年度
処遇改善等で＋2.21％、基本報酬で▲ 4.48％▲2.27％2015年度
通所介護等で▲0.5％の適正化＋0.54％2018年度
このうち＋0.05％はコロナ対策「特例的評価」（21年9月末で終了）＋0.70％2021年度
★ 第８期の通算改定率＝＋０．６７％

低く据え置かれてきた介護報酬

※ ３年毎の本改定推移
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● 「老健施設は、本来の在宅療養支援施設としての役割を果たしている。原理原則
として、生活施設ではないところから室料を徴収するべきではない」（老健協会）

● 「介護保険施設の個室に光熱水費・室料負担を導入するに当たっての２００５年

１０月の議論で、多床室に室料は存在しないとされた。論ずる必要はまったくない。こ
の件が繰り返し分科会に出てくることにも違和感がある」（日本医師会）

報酬改定を制度改悪の手段にさせない

■ 施設多床室の室料徴収の対象拡大

■ テクノロジー機器の導入を要件とした人員配置基準の緩和（切り下げ）

● 人を機械に置き換えても人手不足は根本的に解消されない。むしろ現場の矛盾・
困難を広げるだけ

■ 福祉用具貸与・購入の選択制の導入

● 「介護保険制度は、身体状況や介護度の変化、用具の機能向上に応じて、適切

な福祉用具を提供するために貸与を原則にしている。選択制の導入がこの適切な
提供を阻害する恐れがある」
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深刻化する人手不足－現在も、将来も

減り続けている介護福祉士養成校入学者数

介護職員の有効求人倍率

介護職員 全産業平均

２４万７９０円

３１万１８００円

全産業平均よりも
月額７万円以上低い給与
令和４年度介護従事者処遇状況等調査
（賞与のぞく））

介護職員不足見込み
２５年度３２万人・４０年度６９万人

施設介護員：3.79倍
ヘルパー：15.53倍
（２０２２年）

19,157 

13,659 13,040 12,467 12,730 

7,048 7,183 6,802 

2012年度 2020年度 2021年度 2022年度

入学定員数 入学者数

定員数の減少＋定員割れ
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岸田首相、介護職の給与月６０００円引き上げ案示す（経済対策）

朝日新聞 ２０２３・１０・１８
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財政審（２０２３・１１・２）資料

財務省

Ｙ－ＨＡＹＡＳＨＩ ＠ 全日本民医連

「夏までに結論を得る」→「年末までに結論を得る」

■ 「骨太方針２０２３」（２０２３年６月１６日）

「介護保険料の上昇を抑えるため、利用者の一定以上所得の範囲の取扱いなどについて検
討を行い、年末までに結論を得る。」

■ 岸田首相インタビュー「こども未来戦略方針（加速化プラン）の概要」

（２０２３年６月１３日 ）

「まずは徹底した歳出改革等によって確保することを原則とする。このた

め、全世代型社会保障を構築する観点から、歳出改革の取り組みを徹底
するほか、既存予算を最大限活用する。･･･歳出改革等によって得られる
公費の節減等の効果と、社会保険負担軽減等の効果を活用する中で、国
民の実質的な追加負担を求めることなく、新たな支援金の枠組みを構築し、
少子化対策を進める。」

■ 厚労省・間隆一郎老健局長
（『週刊社会保障』インタビュー／２０２３年８月７日）

＜給付と負担の見直しについて＞
「市町村長から処遇改善を求める声をたくさんいただいている。何とかした

いと思うが、同時に保険料にも跳ねてくる話だ。国民に保険料負担をお願い
できるようなものにしていないといけない。となれば、負担と報酬改定をセッ
トで提示していくほうが妥当だ。」

（２０２４年度政府予算案閣議決定）
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「異次元の少子化対策」の財源－２０２４年度予算編成に向けて

■ 財源確保の手段

① すでに確保した予算の活用

② 歳出改革（１兆～１兆１０００億円）
＝社会保障給付の徹底的な削減

（年１８００億円×６年間）
⇒ 「介護崩壊」を招いた小泉構造改革の削減

規模に匹敵（２２００億円×５年間）

③ 社会保険料に上乗せする「支援金制度」創設
ー 大企業:月４７０円～７５歳以上:３４０円

＜こども金庫＞

「消費税をふくめた新たな増税
は考えていない」

「国民負担が増えることは事実
上ない」
（社会保障給付を削減すること

で保険料が下がり、上乗せする
支援金と相殺される）

保険料
● 当面のターゲット＝２０２４年度トリプル報酬改定

⇒診療所の報酬＜５．５％引き下げ＞を提言（財務省）

･･･医療保険料２４００億円削減可能（年収５００万円～年間５０００円）
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「戦争する国へ」－財政を歪める軍拡路線

★「敵基地攻撃能力」の保有＝憲法９条に抵触

軍事費ＧＤＰ比１％⇒２％（＋５兆円）、５年間で４３兆円まで積み増し

「岸田首相は何十年も続いた平
和主義を捨て、日本を真の軍事
大国にすることを望んでいる」

※政府は修正を要求ＴＩＭＥ

財政審「建議」参考資料（１） （２０２３年５月２９日）より
https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20230529/zaiseia20230529.html
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すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する

２ 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆
衛生の向上及び増進に努めなければならない

＜日本国憲法第２５条＞

「給付」は （「負担」に応じてではなく）、

「必要」に応じて

「負担」は （「給付」に応じてではなく）、
「（負担可能な）能力」に応じて

ミサイルではなくケアを！社会保障は国の責任で！

必要充足原則

応能負担原則

ケアする人・受ける人がともに大切にされる制度･社会へ

★「給付」と「負担」の切り離し＝社会保障の本来のあり方

★新自由主義（市場原理や効率化、自己責任を基本とする考え方）に基づく介護・社会保障制度
改革の中止を求める。社会保障制度改革推進法の廃止、社会保障理念の再転換求める

真の「介護の社会化」を！－「介護の再家族化」「介護の市場化」を許さない

私たちの基本要求

１ 社会保障費を大幅に増やし、必要なときに必要な介護が保障されるよう、介護保険料、利
用料、居住費・食費の負担軽減、サービスの拡充など、介護保険制度の抜本的な見直しを
行うこと

２ 利用料２割負担の対象者の拡大、要介護１、２の保険給付はずし（総合事業への移行）な
ど、介護保険の利用に新たな困難をもたらす見直しを実施しないこと

３ 介護報酬を大幅に引き上げること。その際はサービスの利用に支障が生じないよう、利用
料負担の軽減などの対策を講じること

４ 全額公費により、すべての介護従事者の給与を全産業平均まで早急に引き上げること。介
護従事者を大幅に増やし、一人夜勤の解消、人員配置基準の引き上げを行うこと

介護保険制度の改善、介護従事者の処遇改善を求める請願署名

ー介護する人、受ける人がともに大切にされる介護保険制度へー

★ 「ミサイルではなく、ケアを！」＝軍事費を削り、社会保障、教育・子育て支援へ

★ ジェンダー平等実現の一歩に！

● ケア労働者の低賃金の背景･･･「介護＝女性による家庭内無償労働または家計の補助労働」
（⇒介護の専門性の軽視にもつながっている）

● 真の「介護の社会化」の実現を･･･「介護の再家族（ジェンダー）化」を許さない



Ｙ－ＨＡＹＡＳＨＩ ＠ 全日本民医連

想定される今後のスケジュール

■ ２０２４年
● １月･･･＜２０２４年度通常国会開会＞－予算案の提出

● １月 ２０２４年度介護報酬改定案の諮問・答申（運営基準等、介護報酬）

● ２月～３月･･･都道府県・市町村議会＝第９期に向けた条例「改正」など

● ２０２４年度政府予算成立（～年度内）

● ４月･･･第９期スタート／改定介護報酬、第９期介護保険事業（支援）計画、第９期介護保険料
（医療・障害報酬改定、第８次医療計画、第４次医療費適正化計画など）

■ ２０２３年
● ６月･･･経済財政諮問会議「骨太方針２０２３」⇒ ２０２４年度政府予算編成作業スタート

● ７月･･･第９期介護保険事業（支援）計画「基本指針」

● ８月･･･２０２４年度予算・概算予算要求（各省庁 → 財務省）
～ 軍事費（聖域化）、少子化対策、歳出改革（介護･社会保障）

● １０月～･･･＜秋の臨時国会開会＞

● １２月･･･介護保険部会のとりまとめ（利用料など「年末までに結論」）
介護給付費分科会（介護報酬改定）の審議報告とりまとめ

● ２０２４年度政府予算案の閣議決定

⇒ 医療・介護・障害報酬の改定率を提示

● 各都道府県・市町村
＝第９期に向けた準備

・ 計画素案の策定
・ 介護保険料の仮算定
・ パブコメの実施

住民説明会の開催､等


